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第１節　インド（India）
社会保障施策

誰もがアクセス可能な医療の実現を重要な政策課題

として掲げているモディ政権の下、2015年度予算では、

医療保険の加入率向上のため、保険料の所得控除拡大

等の対策がとられた。

年金に関しては、非組織労働者を対象とした確定給

付方式の保証年金制度（APY）が導入されたほか、

従業員退職準備基金（EPF）及び従業員年金スキーム

（EPS）について、適用となる労働者の範囲拡大や小

規模事業所に対する保険料軽減措置等を内容とする改

正法案が検討されている。

１　概要…………………………………………
適用される各種制度は、労働者が属する部門（組織部

門（organised sector）か非組織部門（unorganised 

sector））、組織部門に属する場合には賃金水準によっ

て大きく異なる。組織部門は、一般に中央政府・地方政

府や公社等の公的部門の労働者や工場を中心とする一定

規模（制度や州により異なるが概ね10人以上の労働者を

雇用する企業）の民間企業を指し、これらの部門に属す

る一定水準以下の賃金の労働者に対しては各種社会保険

が強制適用され、退職、死亡、障害等の生計リスクをカ

バーしている。一方、非組織部門に属する労働者、及び

賃金が一定水準を超える組織部門に属する労働者には、

社会保険は強制適用されず、一部任意加入の仕組みが存

在するにとどまる。また、貧困層向けに医療給付や食糧

給付、高齢者、障害者、寡婦への現金給付等の仕組みが

存在する。

労働者の 9 割以上は非組織部門に属するとされ、また、

日本にもあるような各種社会保険が強制適用されるのは

組織部門の労働者のうち一定賃金以下の労働者にとどま

ることを考えると、社会保障制度の対象は非常に限定的

であり、主に生計リスクは伝統的な家族観を背景とした

高い家族の支え合いによって賄われているのが現状であ

る。社会保障制度の非組織部門への対象拡大が課題と

なっている。

また、医療については欧米並みの設備と技術を備えた

民間病院がある一方、無料で診察を行う公立病院を中心

とした貧困層がアクセスできる医療は限定的であり、か

つ、都市と農村部での格差が大きく、2014年 5 月に発足

したモディ政権は、誰もがアクセス可能な医療の実現を

重要な政策課題として掲げている。

２　社会保険制度等……………………………
（1）概要

労働者向けの社会保険として、失業保険・医療保険・

労働災害補償・出産給付等をカバーする従業員国家保険

（Employees’ State Insurance）、退職給付をカバー

す る 一 時 金 の 従 業 員 退 職 準 備 基 金（Employees’ 

Provident Fund：EPF）及び月次の年金を支給する従

業員年金スキーム（Employees ’ Pension Scheme：

EPS）等がある。これらの制度は一定規模（概ね10人

以上）の従業員数を持つ工場等や政府機関などで働く、

組織部門の労働者（organised worker）を対象に強制

適用されている。これらは原則として一定の賃金水準以

下の労働者が対象であり、高所得者はカバーされていな

い。

このほか、任意加入（公的部門は強制加入）であるが

国家年金制度（National Pension System）という

確定拠出型の個人口座で管理される年金制度も存在す

る。

（2）年金制度

公的年金制度では積立方式が多数を占め、退職時の一

時金を支払う方式が一般的である。強制適用されるのは

基本的には公務員と組織部門の一定の賃金水準以下の労

働者である。
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表 6-1-15　公的年金制度

名称 従業員退職準備基金（EPF）及び従業員年金
スキーム（EPS）

国家年金制度
（National Pension System：NPS）

保証年金制度
（Atal Pension Yojana：APY）

根拠法
₁₉₅₂年従業員退職準備基金及び種々の準備金
法（The Employeesʼ Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act, ₁₉₅₂）

年 金 基 金 規 制 開 発 機 構 法（The 
Pension Fund Regulatory and 
Development Authority Act, ₂₀₁₃）

－

制度体系

運営主体
労働・雇用省下の従業員退職準備基金機関

（Employeesʼ Provident Fund Organisation：
EPFO）

年金基金規制開発機構（Pension Fund Regulatory and Development 
Authority：PFRDA）

被保険者資格

対象となる事業所は₁₈₇の産業・業種に属する
₂₀人以上の労働者を有する事業所（ただしジャ
ンムー・カシュミール州の事業所は適用され
ない）。対象となる労働者は賃金が月₁₅,₀₀₀ル
ピー未満の労働者である（加入後、賃金が
₁₅,₀₀₀ルピーを超えても脱退せず）。賃金が月
₁₅,₀₀₀ルピー以上の労働者は事業主の承認の
もと、任意加入が可能。

「外国人労働者」（international workers）に関
しては賃金の額に関わらず適用対象となり、
全ての賃金を対象として保険料が課せられる。
ただし、賃金が月₁₅,₀₀₀ルピー以上の労働者
は従業員退職準備基金（EPF）のみに加入する。

「外国人労働者」には、インドで働く 外国人労
働者 のほか、インドと社会保障協定を結んで
いる国で働くインド人労働者が含まれる。
また、法定より労働者に対する給付条件等を
優遇する企業に対しては、自ら信託を作り準
備基金を運用することを認めている。

ａ　₁階部分
中央政府の公務員（軍人を除く）で、
₂₀₀₄年₁月以降に新規採用された
者は強制加入。₁₈歳以上₆₀歳未満
のインド国民は誰でも任意加入す
ることができる。
b　₂階部分
₁階部分の口座を開設している者。
c　NPS Lite（一定期間政府から
拠出の補助あり）
₁₈歳以上₆₀歳未満のインド国民
で、 非 組 織 部 門（unorganised 
sector）の構成員であって以下の
条件を満たす者。
・中央・州政府あるいは公的セク

ターで政府による年金への財政
支援がある機関の正規職員でな
いこと。

・従業員退職準備基金制度などの
年金制度の被保険者でないこと。

₁₈歳から₄₀歳の者で、銀行口座を
持っている者。組織部門の労働者
もインド国民であれば加入は可能
であるが、中央政府からの補助は
受けられない。

年金受給要件

支給開始年齢
従業員退職準備基金（EPF）：₅₅歳から引き出
し可能。
従業員年金スキーム（EPS）：₅₈歳。

一階部分は₆₀歳（ただし₇₀歳まで
延期することが可能）で一時金と
して引き出すが、口座の残高の一
定部分（最低₄₀％、₆₀歳前の脱退
の場合は最低₈₀％）を年金基金規
制開発機構の登録を受けた生命保
険会社からの月払いの年金保険の
購入資金に充てなければならない。
税の優遇措置のない₂階部分は任意
に引き出し可能。
死亡の場合は、指名された人又は
相続人に残高全額が支払われる。

₆₀歳になること。

最低加入期間 従業員退職準備基金（EPF）：特になし。
従業員年金スキーム（EPS）：₁₀年以上。 なし。 ₂₀年以上加入すること。

その他 － － －

給付水準

・従業員退職準備基金（EPF）：一時金
基金残高は加入者ごとに積み立てられる。労
使による拠出額に、中央評議会の提言を受け
て政府が毎年決定する基金の運用利回り（₂₀₁₃
年度は₈.₇₅％）を加算する。
・従業員年金スキーム（EPS）：月払いの年金
退職前の₆₀か月間の平均賃金（基本給＋物価
手当、但し月₁₅,₀₀₀ルピーを上回る場合には
₁₅,₀₀₀ルピー）×加入年数÷₇₀に相当する額
が支給される。
繰上げ受給をした場合には繰上した年数に応
じて支給額から減額される。
物価スライドはないが、政府が財政検証の結
果に応じて年金額の改定を行っている。

確定拠出型の年金（一時金）なので、
拠出と運用結果による。

月額₁,₀₀₀ルピー、₂,₀₀₀ルピー、
₃,₀₀₀ルピー、₄,₀₀₀ルピー、₅,₀₀₀
ルピーのいずれかで、被保険者が
決める。物価スライドは行わない。

繰上（早期）支給制度

従業員退職準備基金（EPF）：結婚、医療、教育、
不動産購入等の場合に引き出すことができる。
従業員年金スキーム（EPS）：₅₀歳以上で、₁₀
年以上加入している場合に可能。₁年繰り上げ
るごとに年金額が₄％減額される。

₆₀歳前でも、退職した場合は引き
出すことが可能。ただし、最低
₈₀％を年金基金規制開発機構の登
録を受けた保険会社からの月払い
の年金保険の購入資金に充てなけ
ればならない。

₆₀歳前でも、退職した場合は引き
出すことが可能。ただし、最低
₈₀％を年金基金規制開発機構の登
録を受けた保険会社からの月払い
の年金保険の購入資金に充てなけ
ればならない。

年金受給中の就労 － － －
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財源

保険料
従業員退職準備基金（EPF）と従業員年金ス
キーム（EPS）合わせて事業主は賃金（基本
給＋各種手当）の₁₃.₁％（従業員退職準備基
金の運営費₁.₁％を含む） ・労働者は同₁₂％。

a　₁階部分
中央政府、州政府の公務員の場合、
労働者と使用者としての政府がそ
れぞれ賃金＋各種手当の₁₀％を拠
出。
それ以外の者は原則全額自己負担
であるが会社が任意でマッチング
拠出を行うことも可能（この場合
会社は税の優遇を受けられる）。口
座 開 設 時 の 最 低 拠 出 額 は₅₀₀ル
ピー。₁回当たりの拠出額は₅₀₀ル
ピー。年間の最低拠出額は₆,₀₀₀ル
ピー。年間の拠出回数は任意だが
最低₁回必要である。
b　非組織部門の労働者を対象とす
るNPS Liteの場合、口座開設時の
最低拠出額は₁₀₀ルピー。年間最低
拠出額はないが₁,₀₀₀ルピー以上が
推奨される。拠出限度額は年間
₁₂,₀₀₀ルピー。
c　₂階部分
口座開設時の最低拠出額は、₁,₀₀₀
ルピー。₁回当たりの拠出額は₂₅₀
ルピー。年最低₁回の拠出が必要。
年度末の残高は₂,₀₀₀ルピー以上必
要。

（₂₀₁₄年）

保険料は給付水準と加入時の年齢
により異なる（月₄₂ルピー（₁₈歳
で加入、月₁,₀₀₀ルピーの年金）～
月₁,₄₅₄ルピー（₄₀歳で加入、月
₅,₀₀₀ルピーの年金））。公費負担を
受けられる場合には保険料と公費
負担分の差額が実際の負担額とな
る。

公費負担 中央政府が従業員年金スキームに対して、賃
金（基本給＋物価手当）の₁.₁₆％を拠出する。

NPS　Liteの対象者（年間₁₀₀₀ル
ピーから₁₂,₀₀₀ルピー拠出する者
に限る）の口座には、₂₀₁₆～₁₇年
度まで政府から年₁,₀₀₀ルピーが₁
階部分に拠出される。

強制加入の社会保障制度の対象者
でなく、かつ所得税非課税者であ
る者については、₂₀₁₅年中に加入
した場合、中央政府が保険料の一
部を加入から₅年間（年間₁,₀₀₀ル
ピー又は保険料の半額のいずれか
低い額）負担する。

その他の給付
（障害、遺族等）

障害年金 あり。 なし。 なし。

遺族年金 あり。 なし。（ただし、口座の残高全額を
遺族が受け取る）

保険料納付実績に基づき遺族の受
給可。

実績

受給者数 ₄,₄₀₀,₂₃₁人（うち本人₂,₉₇₀,₈₆₀人）（₂₀₁₃年₃
月末現在）

引き出しが認可された件数は₂,₄₂₇
件（₂₀₁₄年₃月現在） －

支給総額 ₃,₅₁₂億ルピー（₂₀₁₂～₁₃年度） － －

基金残高等 ₄兆₇,₃₁₄万₅,₅₉₀ルピー（₂₀₁₃年₃月末現在）

運用については、
・株式（E型）
・中央・州政府発行の国債、公債（G

型）
・その他確定利付証券（C型）
の₃つがあり、加入者はどのような
スキームの組み合わせで運用するか
各自決めることができる（ただしE
型は最大でも₅₀％）。スキームを自
ら選択しない加入者は、「自動選択」
として年齢に応じた既定の組み合わ
せで運用される。この場合、₁₈歳か
ら₃₆歳到達までは、E型：₅₀％、C型：
₃₀％、G型：₂₀％。₃₆歳以降は、E
とCの割合が年齢とともに減少し、
最終的に₅₅歳以降は、E型：₁₀％、
C型：₁₀％、G型₈₀％となる。
また、年金基金規制開発機構が指定
する₈機関のファンドマネージャー
から加入者は委託先を選択する。

財務省の指示に基づき年金基金規
制開発機構（PFRDA）が運用。

（3）医療保障等

組織部門の労働者を対象とした従業員国家保険

（Employees’ State Insurance）による制度と、貧困

層 を 対 象 と し た 国 家 医 療 保 険 制 度（Rashtriya 

Swasthya Bima Yojana）がある。これらの制度の加

入者は登録された医療機関において無料で医療を受ける

ことができるが、その対象者は前述のとおり限定的であ

り、国民皆保険ではない。また、公的制度ではないが、

一部の企業は民間保険会社の医療保険に加入し、労働者

は全額使用者負担であらゆる医療機関で医療が受けられ

る一方、いずれの医療保険にもカバーされず自己負担で

医療を受ける者も多い。公的な統計はないが、世界銀行

の推計では2010年時点で 3 億人（全国民の25％）が何ら

かの医療保険に加入している。2003～04年の5,500万人

より大幅に増加しているが、依然として医療サービスの

アクセスには大きな格差が存在する。
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表 6-1-16　医療保険制度

概要 従業員国家保険による制度と、貧困層を対象とした国家医療保険制度がある。
名称 従業員国家保険（The Employeesʼ State Insurance） 国家医療保険制度（Rashtriya Swasthya Bima Yojana：RSBY）

根拠法 ₁₉₄₈年従業員国家保険法（The Employeesʼ State Insurance 
Act, ₁₉₄₈）

₂₀₀₈年非組織部門労働者社会保障法（Unorganised Workers' 
Social Security Act ₂₀₀₈）。₂₀₀₈年₄月に導入。

運営主体 従 業 員 国 家 保 険 公 社（Employeesʼ State Insurance 
Corporation：ESIC）

保険家族福祉省（Ministry of Health and Family Welfare）の
ガイドラインに基づいて州政府が運営

被保険者資格

以下のいずれかの事業所で働く月収₁₅,₀₀₀ルピー以下の者（就
労が年₇か月未満の季節労働者を除く）。

- 労働者数₁₀人以上の工場
- 労働者数₂₀人以上 の店舗・ホテル・レストラン・映画館・自
動車運送業・新聞・民営の教育施設及び医療施設の事業所
　※₁₀人以上を対象とする州もあり。

ただし、マニプール、シッキム、アルナチャル・プラデシュ、
ミゾランの₄州を除く。

貧困層（政府が定める貧困ライン以下（BPL：Below Poverty 
Line）） の世帯に属する者。ただし、世帯主含めて₅人まで。
現在、₂₉の州と連邦直轄領のうち、₂₁の州と₁の連邦直轄領
で運営されている。

給付対象 ・被保険者及びその家族
・年間₁₂₀ルピーを拠出する退職者及びその配偶者 上に同じ。

給付の種類

・現物給付
従業員国家保険が運営する病院で無償で外来受診・入院可能

（上限なし。医薬品含む。）。
・現金給付（傷病手当）
過去₆か月のうちに₇₈日以上保険料の納付実績がある場合、認定
された病気にかかった期間（年間最大₉₁日）、賃金の₇₀％が給付
される。悪性の長期疾患の場合は最大₂年間、賃金の₈₀％が給
付される。避妊手術について、男性の場合₇日・女性の場合₁₄日
間賃金の₁₀₀％が支給される。出産・妊娠について、₃か月（医
師の助言により₁か月延長あり）賃金の₁₀₀％が支給される。
※医療関連給付以外に、労災による障害や死亡（遺族年金）
についても賃金の₉₀％の年金が給付されるほか、₃年以上の加
入期間のある労働者が工場閉鎖やリストラ、恒久的障害等に
より失業した場合は賃金の₅₀％の給付（最大₁年間）や、無料
の職業訓練が受けられる。

・登録された医療機関において無料で手術を受けるための入
院医療（周産期、新生児を含み、入院前₁日、退院後₅日の
通院を含む。）が受けられる。世帯年間₃₀,₀₀₀ルピーが上限。

・入院₁回当たり₁₀₀ルピーの交通費が支給される。年間₁,₀₀₀
ルピーが上限。ただし、交通費は上記の世帯年間₃₀,₀₀₀ル
ピーの給付上限に含まれる。

・スクリーニングやモニタリングのための通院費も支給され
る。

本人負担割合等 なし なし

財源

保険料
失業保険、労災保険などを含む従業員国家保険制度全体の保
険料は事業主が賃金の₄.₇₅％、労働者本人が₁.₇₅％（賃金日
額₁₀₀ルピー以下の労働者は免除）。（₂₀₁₄年）

保険料の自己負担はない。被保険者は、登録料として₁世帯当
たり₃₀ルピーを負担する。

公費負担 州政府は医療給付に要した費用の₁₂.₅％を負担。ただし、被
保険者₁人当たり年間₁,₅₀₀ルピーが上限。

全保険料の₇₅％を中央政府が、₂₅％を州政府が、それぞれ州
が指定した民間保険会社に納める。ただし北東部州とジャン
ム・カシミール州では、中央政府が₉₀％、州政府が₁₀％の負
担割合。

実績
加入者数 加入者数₇,₅₈₄万人

うち本人₁,₉₅₅万人（₂₀₁₄年₃月末） ₃,₆₃₁万世帯（₂₀₁₅年₄月₃₀日）

支払総額 医療給付支出額：₄₈₅.₉₉億ルピー（₂₀₁₃年度） ₈₈億₅,₉₁₀万ルピー（₂₀₁₃年度）

３　公衆衛生施策………………………………
（1）保健医療施策

死因となっている疾患等は、多い順に①循環器系疾患

（30.3％）、②感染症・寄生虫（12.3％）、③呼吸器系疾患

（8.5％）、④損傷、中毒及びその他の外因（8.1％）⑤周

産期（6.7％）、⑥腫瘍（4.6％）、⑦消化器系疾患（5.4％）

となっている1。ただし、医学的に証明された死亡数は

全死亡数の20.0％であり、近年その比率は上昇している

ものの依然として低い。

死因の経年変化を見ると、①循環器系疾患、③呼吸器

系疾患、⑥腫瘍の割合が上昇しており、②感染症・寄生

虫、④損傷、中毒及びその他の外因、⑤周産期の割合が

減少している。

表 6-1-17　基礎統計(2013年)

平均寿命（歳） ₆₆
男性 ₆₅
女性 ₆₈

新生児死亡率（₁₀₀₀出生当たり、人） ₂₉
乳児死亡率（₁₀₀₀出生当たり、人） ₄₁
₅歳以下死亡率（₁₀₀₀出生当たり、人） ₅₃
妊産婦死亡率（₁₀万出生当たり、人） ₁₉₀

資料出所：WHO “World Health Statistics ₂₀₁₅”

　　　
■1） Report on medical certification of cause of death 2012, office of the register general India, Government of India, Ministry of Home 

Affairs
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保健医療行政については、中央政府が疾病監視、教育、

研究開発、各種基準設定を担い、州政府は実際の医療サー

ビスの提供を担っており、提供される医療サービスの

質・量は州によって、また都市部か農村部かによって大

きな差がある。貧困層による質の高い医療サービスへの

アクセスは極めて限られており、公立病院の受診は無料

であるものの各種検査や医薬品は原則有料である。

公的医療サービスの供給不足から、公立病院では診察

待ちが常態化している。一方、先進国並みの設備と技術

を備えた私立病院もあり、富裕層や欧米・中東から医療

ツーリズムとして来訪した患者が利用しているがこれら

の多くは大都市に集中している。

（2）医療施設

公立医療機関には、一次医療機関として地域医療を支

えるサブセンター（Sub-centre、162,029か所）及びプラ

イマリー・ヘルスセンター（Primary Health Centre、

30,377か所 ）のほか、二次医療機関としてのコミュニ

テ ィ ー・ ヘ ル ス セ ン タ ー（Community Health 

Centres、7,118か所）、三次医療機関としての準地域病

院（Sub-divisional Hospitals、2,486か所）、地域病

院（Districts Hospitals、1,279か所）がある（いずれ

も2015年 9 月 現 在。 イ ン ド 保 健 省 “Health 

Information”）。ただし、医療機関の不足や偏在等があ

り、かつ、円滑な紹介システムが機能しているわけでは

ない。

また、医療の多くは民間セクターによって供給されて

いる。1970年代には、病床数の公私比率はおよそ 7 ： 3

であったが、その後公的医療支出が伸び悩む中、私立部

門が病床数を伸ばし、現在ではその比率は 2 ： 8 となっ

ている。民間病院は営利目的であり、売上げをあげるた

めに過剰に検査を受けさせたり、高い医療機器の選択を

医師が進める等の問題も生じている。

（3）医療従事者

特に農村部で不足しており、人口1000人当たりの人数

は、医師0.702人（2013年）、看護師・助産師1.711人（2012

年）（Global health Observatory data, WHO）であ

り、医療従事者の増加・育成が課題である。また、優秀

な医師が公立病院から、賃金が高く医療設備も充実して

いる都市部の富裕層向けの私立病院へ流出するといった

医療従事者の偏在も課題である。

４　公的扶助制度………………………………
憲法第41条において、州政府は開発や経済的能力の範

囲内で失業、老齢、疾病、障害その他不当な困窮に対す

る公的扶助を受ける権利を確保するための効果的な対策

をとることが義務付けられており、これに基づき救貧対

策がとられている。

中央政府は、貧困層への老齢、世帯主の死亡、妊娠等

に対する給付を内容とする国家社会扶助プログラム

（National Social Assistance Programme）を1995

年に導入し、また2000年に国家社会扶助プログラムに基

づく老齢年金を受給していない貧困の高齢者向けに食糧

を支給するアナプルナというスキームを導入し、中央政

府が直接運営してきたが、現在は州政府へ制度導入・運

営の権限が移管されており、中央政府の農村開発省が策

定するガイドラインと財務省の財政援助に基づいて州政

府が制度を運営している。

（1）インディラ・ガンディ国家老齢年金スキーム（Indira 

Gandhi National Old Age Pension Scheme）

貧困ライン以下の世帯の60歳以上の高齢者に対して、

月額300ルピーの年金が支給される。また、80歳以上の

高齢者に対しては、月額500ルピーに増額される。さらに、

州政府は中央政府と同額の拠出をすることができ、この

場合は上記の額はそれぞれ400ルピー、1,000ルピーに増

額される。（金額は2015年現在。）

（2）インディラ・ガンディ国家寡婦年金スキーム（Indira 

Gandhi National Widow Pension Scheme）

貧困ライン以下の世帯の40歳から59歳までの寡婦に対

して、月額300ルピーの寡婦年金が支給される。さらに、

州政府は中央政府と同額の拠出をすることができ、この

場合は上記の額は800ルピーに増額される。（金額は2015

年現在。）

（3）インディラ・ガンディ国家障害年金スキーム（Indira 

Gandhi National Disability Pension Scheme）

貧困ライン以下の世帯の18歳から79歳までの重度又は
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複数の障害を持つ者に対して、月額300ルピーの障害年

金が支給される。さらに、州政府は中央政府と同額の拠

出をすることができ、この場合は上記の額は600ルピー

に増額される。（金額は2015年現在。）

（4）国家家族給付スキーム（National Family Benefit 

Scheme）

貧困ライン以下の世帯における18歳から64歳までの主

たる生計を支える者の死亡について、一時金として

20,000ルピーが支給される。（金額は2015年現在。）

（5）アナプルナ・スキーム（Annapurna scheme）

インディラ・ガンディ国家老齢年金スキームの受給資

格はあるが、受給していない60歳以上の高齢者に対して、

毎月10㎏の穀物（米・小麦）が無料で支給される。

５　社会福祉施策………………………………
（1）高齢者福祉施策

2011年の国勢調査によれば、全人口12億1,085万4,977

人のうち、60歳以上の人口は 1 億0,385万人、65歳以上

の人口は6,618万人であり、対人口比はそれぞれ8.6％、

5.5％となっている。現状の高齢化率はそれほど高くな

いが、WHOは2025年にインドの60歳以上人口比率は、

12.6％に達すると見込んでいる。

ほとんどの高齢者の生活は子ども世代からの援助に

よって賄われているのが現状である。人口構成はピラ

ミッド型であり、増加する生産年齢人口に対する雇用の

確保が大きな政策課題であるが、今後増加する高齢者へ

の政策も課題である。

特に、医療機関や介護施設の多くが都市部に集中して

おり、人口の 7 割を占める農村部ではこれらの社会資源

が不足している一方で、都市部への労働者人口の流入に

より、農村部に残された高齢者に対する家族のサポート

の減少も懸念されている。

（2）障害者福祉施策

イ　現状

2011年の国勢調査によると、障害者は2,681万0,557人

であり、対人口比は2.1％となっている。障害種別にみ

ると、視覚障害503万2,463人、言語障害199万8,535人、

聴覚障害507万1,007人、運動機能障害543万6,604人、精

神障害222万8,450人、複数の障害を持つ者211万6,487人

となっている。

なお、障害者の識字率は54.5％で、全体の識字率

（74.0％）に比べて低く、生活のケアに加えて教育や雇

用の機会確保が課題である。

ロ　対策

障害者福祉に関する主な法律は、①障害者（機会平等、

権利保障および完全参加）法（1995年）、②自閉症、脳

性麻痺、知的障害及び重複障害者の福祉のための国家信

託法（1999年）、③インド・リハビリテーション評議会

法（1992年）の 3 つである。

障害者法により、国・州・地域の各レベルにおいて障

害者施策を検討するための委員会の設置、教育、雇用機

会、リハビリテーションセンターの提供などの福祉サー

ビス、住宅、公的施設へのアクセス、バリアフリーの推

進、障害児に対する無償かつ適切な教育の提供、普通学

校への統合教育の強調、特殊教育学校の設立、公的機関

における 3 ％の障害者雇用率義務付け、民間企業の障害

者雇用率向上のためのインセンティブ付与（従業員国家

保険制度における障害者である労働者について 3 年間社

会保険料の使用者負担を政府が肩代わりするなど）の施

策の政府に対する義務付け、障害の早期発見・介入のた

めの啓発、障害者の社会統合・雇用機会増加等のための

技術開発への資金援助などの措置がとられている。

自閉症、脳性麻痺、知的障害及び重度障害者の福祉の

ための国家信託法により、障害者支援のための信託が創

設され、障害者が家族とともに生活できるような支援や、

家族の支援が得られない時に支援団体から支援を得られ

る措置、保護者死亡時の支援等が実施されている。

インド・リハビリテーション評議会法により、リハビ

リテーション評議会が設置され、リハビリテーションの

専門職の養成や認定がなされている。

なお、2007年10月 1 日に、障害者権利条約を批准して

いる。

（3）児童健全育成施策

女性子ども開発省及び保健省を中心に、対策が講じら

れているが、積極的な福祉政策というよりも児童の基本

的人権を守るための施策が中心である。主な政策課題は、
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①乳児死亡率の低減、②児童の死亡率の低減、③妊産婦

死亡率の低減、④安全な飲用水や下水設備へのアクセス、

⑤児童婚姻の廃止、⑥ポリオ撲滅、⑦乳幼児のHIV感染

の防止、といったものである。

保育サービスは、貧困家庭の働く母親や病弱な母親の

0 歳から 6 歳までの子どもを対象としている。保育所は

全国で23,293であり、利用者数は58万8,000人にとどま

り、カバーされていない地域も多い（いずれも2014年度

の数値。Annual Report, Ministry of Women and 

Child Development）。

2009年 に 導 入 さ れ た「 統 合 児 童 保 護 ス キ ー ム

（Integrated Child Protection Scheme ）」により、

地方政府やNGOを通じて、家や家族のつながりのない

子どもたちに対して、教育、シェルター、職業訓練、栄

養、医療、飲用水や下水等の衛生環境の整備、虐待や搾

取からの保護策を講じている。

６　近年の動き・課題等………………………
非組織部門労働者の年金制度加入促進を図るための施

策の一環として、2015年 6 月から確定給付方式の保証年

金制度（Atal Pension Yojana: APY）が新設された。

任意加入の制度であり、18歳から40歳の者で、銀行口座

を持っている者を対象としている。18歳から40歳の

NPS Liteの加入者は自動的に保証年金制度に移行する

が、被保険者はオプトアウトして引き続き現行制度に残

ることも可能となっている。

また、労働雇用省は従業員退職準備基金（EPF）及

び従業員年金スキーム（EPS）について、適用となる

労働者の範囲拡大や小規模事業所に対する保険料軽減措

置等を内容とする改正法案を検討中であり、社会保障の

カバー率向上を目指した取組が徐々に進められている。

医療分野は、誰もがアクセス可能な医療の実現に向け

た取組が徐々に進められており、政府は2015年度予算に

おいて、医療保険のカバー率向上を目指して、保険料の

所得控除額を 1 万ルピーから 3 万ルピーに引き上げる等

の対策を講じた。


